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ごあいさつ

日ごろよりの皆さま方のご支援、ご理解に、心より感謝申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症の影響で世界中が自粛しているなか、市民の

皆さまにおかれましても、ご不安な、そしてご不自由な時間を過ごされていらっ

しゃると思います。

東金市では、近隣地域に先駆けて対策本部を設置し、妊婦の方や介護支援者へ

のマスク配布、小中学生への図書カード配布など、独自対策に取り組んでいます。

コロナウイルスは目に見えない存在で、私自身、不安な気持ちになりますが、

生きるために最も必要なことを、そして今できることに力を尽くしております。

市民の皆さまにおかれましても、お一人おひとりが身を守り、感染拡大を抑止

できますよう、引き続きのご協力をお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に伴う生活を守るための支援策まとめ

国・県や東金市において、様々な新型コロナウイルス感染症対策が行われています。

その中で、生活を守るための支援策について、5月1日現在の情報を分かりやすく纏めてみました。

（給付・申請が必要です）

対象者：令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されているすべての方に

主な概要：一人一律10万円が給付されます。

スケジュール：申請書が5月中旬に世帯主宛て郵送され、必要事項を記入・

添付して返信・申請すると、2週間程度で振り込まれる予定です。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、5月1日からオンライン申請をす

ることも可能で、初回振込は5月中旬の予定です。

相談窓口：東金市特別定額給付金担当（℡：50-1244）

総務省「特別定額給付金コールセンター」（℡：0120-260020）

特別定額給付金

（給付・申請は不要です）

対象者：令和2年4月分（3月分を含む）

の児童手当（本則給付）の受給世帯

の方に

主な概要：対象児童一人当たり1万円が

給付されます。

相談窓口：

市役所子育て支援課（℡：50-1202）

子育て世帯臨時特別給付金

（給付・申請が必要です）

対象者：離職等で住居を失った・失う

恐れのある方に

主な概要：家賃実費支給（例：2人世帯

で上限45,000円）。市から住宅の貸

主、又は貸主から委託を受けた事業

者に家賃の代理納付がされます。

支給期間は原則3か月です。

相談窓口：

市役所社会福祉課（℡：50-1233）

住居確保給付金

給付



一日も早く、市民の皆さまと笑顔で過ごせるように願っており

ます。

参議院議員 猪口邦子先生のご

活躍の様子をYouTube「猪口邦

子チャンネル」にアップしてい

ます。是非ご覧ください！

https://www.youtube.com/chan

nel/UCRRtK2cg5RifM79Bv4hIG8g

TOPICS

（貸付・申請が必要です）

対象者：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業

等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維

持のための貸付を必要とする世帯の方に

主な概要：

貸付上限額：20万円

据置期間：1年以内 償還期限：2年以内

無利子・保証人不要

相談窓口：

東金市社会福祉協議会（℡：52-5198）

（貸付・申請が必要です）

対象者：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入

の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持

が困難となっている世帯の方に

主な概要：

貸付上限額：2人以上の世帯では月20万円以内、単身世

帯は月15万円以内（原則3か月以内）

据置期間：1年以内 償還期限：10年以内

無利子・保証人不要

相談窓口：東金市社会福祉協議会（℡：52-5198）

緊急小口資金（特例貸付） 総合支援資金（特例貸付）貸付

（猶予・申請が必要です）

対象者：納税者やご家族が新型コロナウイルス感染症に

り患されたなどの理由により、納付が困難になった方

相談窓口：市役所収税課（℡：50-1227）

（猶予・申請が必要です）

対象者：収入等が減少し、上・下水道、農業集落排水施

設使用料の支払が困難になった方

相談窓口：お客様センター（℡：50-4132）

地方税の徴収猶予 公共料金の支払猶予猶予

県では、新型コロナウイルス感染症に関する「帰国者・接触者相談センター」を開設しています。

帰国者・接触者相談センターに御相談いただく目安：

・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方(高齢者や基礎疾患がある方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いてる

方は、重篤化しやすいので、症状が2日以上続く場合 )

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方

相談先：

・平日、午前9時から午後5時までは「山武保健所帰国者・接触者相談センター」（℡：54-0611）

・上記以外は「電話相談窓口（コールセンター）」（℡：0570-200-613）

新型コロナウイルス関連肺炎相談相談

県教育委員会・千葉県総合教育センターでは、教科書を活用しながら自宅でオンラ

イン学習を進めることができる「授業動画」と「学習用プリント」を公開しています。

https://sites.google.com/ice.or.jp/chi-tele2/

ちば遠隔学習ネット教育

猪口邦子チャンネル


